
フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務委託（緑区） 

企画提案実施要領 

 

１ 目的及び趣旨 

 本事業では、リハビリテーション専門職（理学療法士又は作業療法士）が利用者の自宅に週に１回程

度の頻度で訪問し、面接による動機づけ支援（本人の生活状態の把握、本人の状態に合わせた行動目標

を提案、行動目標の達成に向けた取組状況の確認、生活機能に関する助言等）を行うことで、利用者が

自身の心身機能及び生活機能を客観的に把握し、その改善に向け主体的に目標を設定し、行動できるよ

う支援するとともに、サービス終了後も機能を維持できるよう、地域の通いの場への接続や家庭内の役

割の保持等によるセルフマネジメント能力の向上を図る支援を行う。 

 

２ 委託業務の概要 

（１）名称 

 フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務委託（緑区） 

（２）概要 

  ア 業務の内容 

  別紙「フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務委託仕様書」のとおり 

イ 委託期間 

令和７年５月２６日から令和８年９月３０日まで 

ウ 履行場所 

緑区内に居住する対象者に対し、サービスを提供する。詳細は別紙「フレイル改善事業（短期

リハビリ型訪問サービス）実施業務委託仕様書」のとおり。 

エ 委託上限金額 

１，５１１千円（この金額に消費税及び地方消費税相当額を乗じた金額を上限とする。） 

    ※単価契約とする。 

 

３ 参加に関する手続き 

（１）スケジュール 

① 公募開始日 令和７年４月１５日（火） 

② 参加申込書受付 令和７年４月１５日（火）～ 令和７年４月２２日（火） 

③ 参加資格確認結果通知書送付 令和７年４月２５日（金） 

④ 質問受付 令和７年４月２５日（金）～ 令和７年４月３０日（水） 

⑤ 質問回答ホームページ掲載 令和７年５月 ２日（金） 

⑥ 企画提案書受付 令和７年４月２５日（金）～ 令和７年５月 ８日（木） 

⑦ 選定委員会開催 令和７年５月１６日（金） 

⑧ 選定結果の通知 令和７年５月下旬 

 

（２）参加申込 

  本企画提案に参加を希望するものは、次のとおり必要書類を提出すること。 

ア 提出期限 

令和７年４月２２日（火）午後５時 ※必着 

     ※土曜日、日曜日及び祝日を除く、平日の午前９時から午後５時まで。 

  イ 提出方法 

持参又は郵送とする。 



     ※郵送の場合は、封筒表面に「フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務

委託企画提案参加申込書在中」と朱書きすること。なお事故等による未着について、千葉

市では責任を負わない。 

  ウ 提出先 

千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課 介護予防・保健班 

（千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所５階） 

  エ 提出書類 

（ア）企画提案参加申込書（様式１） 

（イ）誓約書（様式２） 

（ウ）企業概要書（様式３） 

（エ）「介護予防訪問看護」の指定（許可）通知書の写し 

（オ）「介護予防訪問看護」の指定事業所として令和６年４月以降に介護サービスを提供した実績

（サービス種類、サービス提供年月等）を示す関係書類の写し（例：介護給付費等支払決定

額内訳書等）。 

オ 参加資格確認結果通知の送付 

上記により提出を受けた書類に基づき参加資格の確認を行い、令和７年４月２５日（金）までに、

参加決定の可否について電子メール及び書面により通知する。 

（３）内容に関する質問 

本企画提案の実施においては、説明会は実施しない。希望するものは、本事業に関する説明動

画を視聴することが可能なため、電子メールで「８ 問い合わせ先」記載のアドレス宛にその旨連

絡すること。また、本実施要領及び仕様書等の内容について不明な点がある場合は、次の条件で

質問を受け付ける。 

ア 受付期間 

参加資格確認結果通知送付から令和７年４月３０日（水）午後５時まで 

イ 質問方法 

質問書（様式４）を電子メールで「８ 問い合わせ先」記載のアドレス宛に提出すること。な

お、電話、口頭、質問書（様式４）を用いない電子メール及び期限後の質問等は一切受け付けな

い。また、電子メールの件名は、「フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務委

託 企画提案質問書（事業所名）」とし、質問書を提出するときには、必ず「８ 問い合わせ先」記

載の電話番号に提出の連絡をすること。 

ウ 質問に対する回答 

令和７年５月２日（金）までに千葉市ホームページにて公開する。回答を公開したことについ

て、市から質問者宛に連絡は行わない。なお、質問の回答内容については、本募集要領の追加又

は修正とみなす。 

（４）企画提案書の提出 

 参加決定可の通知を受けたものは次のとおり、必要書類を提出すること。 

ア 提出期限 

令和７年５月８日（木）午後５時 ※必着 

     ※土曜日、日曜日及び祝日を除く、平日の午前９時から午後５時まで。 

  イ 提出方法 

持参又は郵送とする。 

     ※郵送の場合は、封筒表面に「フレイル改善事業（短期リハビリ型訪問サービス）実施業務

委託企画提案書在中」と朱書きすること。なお事故等による未着について、千葉市では責

任を負わない。 

  ウ 提出先 

千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課 介護予防・保健班 



（千葉市中央区千葉港１番１号 千葉市役所５階） 

  エ 提出書類 

 （ア）企画提案提出資料（様式５） 

（イ）企画提案書 

企画提案書は、別添「企画提案書様式」を使用して作成すること。 

    ※見積額について、別添「企画提案書様式」内の「６ 委託金額に対する提案」にて金額を明記

すること（別途見積書の添付は不要とする）。 

  オ 企画提案書にあたっての留意事項 

（ア）必ず本事業の趣旨・目的を理解した上で作成すること。そのため、「３ 参加に関する手続き

（３）内容に関する質問」記載の本事業に関する説明動画を視聴することを強く推奨する。 

（イ）提出は１応募者につき１提案とする。 

（ウ）企画提案書の提出部数は、８部（正本１部、副本７部）とする。 

（エ）仕様は、Ａ４版（横印刷・フルページサイズ・１スライド／ページ）とし、片面印刷とする

こと（白黒・カラーを問わない）。文字の他、適宜図表やイラスト・写真などを使用しても良

い。また、記載枠について、内容が枠内に収まらない場合は、適宜枠の拡大やスライドを追

加して良い。 

（オ）企画提案書作成に用いる言語は、日本語（本プロポーザル参加者の商号又は名称、製品の商

標又は名称、その他通信技術等に関する用語若しくは呼称であって、一般的に使用されてい

るものを除く。）、通貨は日本円、単位は日本の標準時及び計量法（平成４年法律第５１号）

とする。 

（カ）表紙については、正本のみ応募者名及び事業を実施する事業所（訪問看護ステーション）名

を記載し、応募者の押印をすること。なお、副本については、企画提案書の内容から、応募

者名が判明・特定できないよう、必要な処置を講ずること。 

（キ）正本・副本ともに製本、袋とじの必要はないが、内容が容易に散逸しない程度にホチキス等

で止めること。なお、フラットファイルやドッチファイル等のファイルには綴じずに提出す

ること。 

（ク）提出後、内容の追加、変更、差替え、再提出は一切認めない。 

（ケ）本企画提案は、あくまでも委託業者選定の審査材料となるものであり、実際の業務遂行に当

たっては、逐次千葉市と協議して決定することとなるので留意すること。 

（５）選定委員会について 

    応募者は次のとおり、選定委員会に出席し、提出資料の内容に沿って企画提案内容のプレゼン

テーションを行うこと。 

  ア 開催日時 

    令和７年５月１６日（金） 

     ※時間は企画提案書受付期限以降、電子メールにより通知する。なお、応募者による時間指

定はできないものとする。 

  イ 開催会場 

    千葉市役所 本庁舎（会場については上記電子メールで通知する。） 

  ウ 出席人数 

    一応募者３人以内とする。 

  エ 説明時間 

    一応募者当たりの時間は１５分間以内とし、その後質疑応答（１５分間程度）を行う。 

  オ 留意事項 

（ア）プロジェクター及びスクリーンは市が会場に設置するため使用してよい。ただし、パソコン

等の貸出は行わないので留意すること。また、接続等のトラブルがあった場合は千葉市では

責任を負わない。 



（イ）説明にあたっては、事前に提出した企画提案書一式のみに基づくこととし、追加資料の配付

は認めない。プロジェクター及びスクリーンを使用する場合、表示する資料は企画提案書と

同一のものとすること。 

（６）選定結果の通知 

  選定結果については、採用・不採用に関わらず、電子メールにより通知する。また、最優秀提

案者については事業所名・点数を、最優秀提案者以外の参加者については点数のみを、令和７年

５月下旬を目途に千葉市ホームページに掲載する。なお、選定結果に関する異議申立ては一切認

めない。 

 

４ 参加資格要件 

千葉市内に本店又は営業所を有し、次のすべてを満たす者。 

（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しない者 

（２）次のいずれにも該当しない者 

ア 手形交換所による取引停止処分を受けてから、２年間を経過しない者 

イ 当該業務の入札日前６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出した者 

ウ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判

所からの更生手続開始決定がなされていない者 

エ 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判

所からの再生計画認可決定がなされていない者 

オ 千葉市物品等入札参加資格者指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）又は千葉市建設工事

請負業者等指名停止措置要領（昭和６０年８月１日施行）に基づく指名停止措置等を、対象業務

の入札参加資格申請期限の日から入札日までの間に受けている者 

カ 千葉市内において、都市計画法（昭和４３年法律第１００号）に違反している者                 

キ 千葉市内に本店又は営業所等を有する者にあっては、千葉市税（延滞金を含む）を完納していな

い者 

ク 千葉市内に本店又は営業所等を有する者で、個人住民税の特別徴収を行うべき者にあっては、個

人住民税の特別徴収を行っていない者 

ケ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第

６号までに該当する団体又は団体に属している者 

コ その代表者等（法人にあってはその役員（非常勤を含む。）及び経営に事実上参加している者を、

その団体にあってはその代表者及び運営に事実上参加している者をいう。）が暴力団の構成員等

である法人 

（３）千葉市において、「介護予防訪問看護」の指定を受けている訪問看護ステーションを運営してお

り、また、当該訪問看護ステーションにて令和６年４月以降に現に「介護予防訪問看護」を実施

していること。 

（４）上記訪問看護ステーションにおいて、本事業に従事することが可能な理学療法士または作業療法

士の資格を有する従事者を２名以上配置していること。 

 

５ 事業者選定 

（１）評価基準 

全てのプレゼンテーション終了後、次に掲げる審査項目、配点に基づき、審査員が採点した合計

得点を集計し、最高得点を得たものを最優秀提案者として選定する。 

なお、企画提案参加者が、１者であっても、原則として審査を行う。ただし、採点の合計点数が

最低基準点（委員全員の合計点の６割）に満たないときは最優秀提案者として選定しない場合があ

る。 

 



評価項目 評価の視点 配点 

事業の実施方針 

介護予防及び自立支援に対する考え方、本事業の趣旨で

ある「リエイブルメント（元の生活を取り戻すための支

援）」の事業への取り組み姿勢、方針はどうか。 

２０点 

事業の実施方法 
仕様書に記載の目的や業務内容に即し、効果的に事業を

実施することが可能か。 
２０点 

セルフマネジメントの支援 

利用者を地域の通いの場などの地域資源につなげるた

めに、あんしんケアセンターや地域の関係機関との連携

に対する考え方や体制はどうか。 

２０点 

実施体制 
同時期にリハビリテーション専門職が複数の利用者に

サービスが提供できる体制となっているか。 
１０点 

個人情報保護 個人情報保護についての対応方法はどうか。 １０点 

危機管理体制 事故発生時、緊急時の対応方法はどうか。 １０点 

独自の提案事項 
サービス向上のために事業者の強み・特色を生かした提

案や事業者独自の提案が盛り込まれているか。 
１０点 

合 計 １００点 

 

（２）提案の無効に関する事項（不適格事項） 

次のいずれかに該当する場合は、無効又は失格とする。 

  ア 見積額が、本要領２（２）エに記載する委託料を超過した場合 

  イ 提出期限を過ぎて企画提案書等が提出された場合 

  ウ 提出書類に虚偽の記載があった場合 

  エ 提出書類に重要な誤脱があった場合 

  オ 会社更生法等の適用を申請する等、契約を履行することが困難と認められる状態になった場合 

  カ 審査の公平を害する行為があった場合 

  キ その他、企画提案に当たり、著しく信義に反する行為等があった場合 

 

６ 契約方法 

（１）最優秀提案者の決定後は、最優秀提案者より改めて見積書を徴取し、詳細な業務の内容及び契約

条件について協議・合意した後に、予算の範囲内で随意契約により契約締結する。 

（２）前項の交渉が不成立の場合には、市は順次、次点以下の提案者と交渉を行い、予算の範囲内で随

意契約により契約締結する。 

（３）契約に当たり、提案者は千葉市契約規則第２８条に定める契約金額の１００分の１０以上の金額

または同２８条の２に定める契約保証金に代わる担保を納めること。ただし、提案者が同２９条

各号に該当する場合は、これを免除する。 

 

７ その他留意事項 

（１）提出された企画提案書等の書類一式は返却しない。 

（２）企画提案書など、提出書類の作成、提出に要する費用はすべて企画提案者の負担とする。 

（３）提出書類や選定結果（不採用となった団体の名称、審査結果を含む）は、第三者から公文開示請求

があった場合、千葉市情報公開条例（平成１２年４月３日条例第５２号）の規定に基づき、公にす

ることにより、当該法人又は個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるも

のを除き、開示の対象とする。ただし、企画提案書選定期間中は、同条例第７条第６号の規定に基

づき、開示の対象としない。 

（４）本企画提案に関連し知り得た情報については、千葉市の承諾を得ることなく、第三者に漏らしては



ならない。 

（５）参加申し込み後に参加を辞退する場合、辞退届（様式６）を提出すること。 

 

８ 問い合わせ先 

   千葉市保健福祉局健康福祉部健康推進課 介護予防・保健班 

   千葉市中央区千葉港１番１号 

   電話 ０４３（２４５）５１４６ 

   電子メール suishin.HWH@city.chiba.lg.jp 

 


